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【問い合わせ先】
福祉サービス利用援助事業「かけはし」 電話 0848－63－0570

障害者生活支援センター「ドリームキャッチャー」  電話 0848－63－3319
(社会福祉協議会内）

自立相談支援センター みはら
電話 0848－67－6055
電話 0848－67－4568

高齢者福祉課
 電話 0848－67－6058社会福祉課 

各高齢者相談センター（P12）

成年後見制度は，認知症・知的障害・精神障害などで判断能力の不十分な人が不
利益を被らないように家庭裁判所に申し立て，援助する人を選任し，金銭の管理や
権利の保護をしてもらうという制度です。
ただし，費用などが必要になります。

●家庭裁判所への申し立てまでの手続き●
東 京 法 務 局
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公証人役場で任意後見契約 判断能力が
落ちたなぁ

私は元気！
何でも自分で決められる
判断力に問題ない人が対象です

将来判断能力がおちて
きたときが心配になる

最近，少し判断能力が
落ちてきたと思う

私のかわりにしてくれたり，
間違った時にはだめと
言ってくれる人が欲しい

しっかりしている時も
あるけど…

判断能力にかなり衰えがある

契約などの時に
本人のかわりに判断して
くれる人が欲しい

しっかりしている時は
ほとんどない

判断能力が非常に減退している

契約などの時に
本人のかわりに判断し
契約をしたい

登記

任
意
後
見

制
度

度
制
見
後
定
法

補
助
類
型

保
佐
類
型

後
見
類
型

成年後見制度

議
協
祉
福
会
社
市
原
三

度
制
見
後
年
成

ー 77ー
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長方形
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テキストボックス
※各地域包括支援センターの連絡先はＨＰにリンクを貼り付けています。
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